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前年度 当年度 旧基準との比較
前年度の保持すべき資金額の100分の120超
当年度保持すべき金額として、計算額まで基本金の
組入を行う必要がある。

前年度の保持すべき資金額の100分の100～120
当年度保持すべき金額として、計算額まで基本金の
組入を行うか前年度保持すべき額を当年度保持
すべき額とするか任意。

前年度の保持すべき資金額の100分の80～100未満
前年度の保持すべき額を当年度保持すべき額とする。
（基本金の取崩しは不可）

前年度の保持すべき資金額の100分の80未満
当年度保持すべき金額として、計算額まで基本金の
取崩しを行う必要がある。
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